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　【
箕
島
】オ
カ
ヘ
製
菓
、フ
レ
ッ
シ
ュ
ベ
ー
カ

リ
ー 

ス
エ
ヒ
ロ
、
焼
肉
か
わ
も
と
、【
宮
崎
】

株
式
会
社
西
村
物
産
直
売
所
、
嶋
富
製
菓
、

マ
キ
ー
ナ
、
有
限
会
社 

亀
本
、【
中
央
】
フ
ー

ド
シ
ョ
ッ
プ 

キ
ハ
ナ
、【
保
田
】
天
龍
、

合
計
が
約
88
万
円
以
下
で
あ
る

【
障
害
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
】

【
遺
族
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
】

対
象
　
①
②
の
要
件
を
満
た
す
方

①
障
害
基
礎
年
金
ま
た
は
遺
族
基
礎
年
金
を

受
け
て
い
る

②
前
年
の
所
得
が
約
４
６
２
万
円
以
下
で
あ

る（※

扶
養
親
族
等
の
数
に
応
じ
て
増
額
）

※

令
和
２
年
４
月
以
降
に
住
民
票
の
異
動
が

あ
っ
た
方
、
も
し
く
は
、
世
帯
内
で
収
入

等
の
変
更
が
あ
り
非
課
税
世
帯
に
な
っ
た

方
で
、
受
給
要
件
に
該
当
す
る
と
思
わ
れ

る
場
合
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
　
給
付
金
専
用
ダ
イ
ヤ
ル

　
　
　
℡
０
５
７
０ 

ー 

０
５ 

ー 

４
０
９
２

　
　
健
康
課
　
℡
22 

ー 

３
５
０
４

■
社
会
保
険
労
務
士 

年
金
相
談
（
要
予
約
）

日
時
　
７
月
１
日(

木)

　
10
時
〜
15
時
　

場
所
　
市
役
所
３
階
第
３
会
議
室

　
　
　
　
予
約
受
付
専
用
電
話

℡
０
５
７
０ 

ー 

０
５ 

ー 

４
８
９
０

　
和
歌
山
西
年
金
事
務
所
　
お
客
様
相
談
室

℡
０
７
３ 

ー 

４
４
７ 

ー 

１
６
６
０

G
allery SIG

M
A
.

、【
宮
原
】
伊
藤
農
園
直

営
店 

み
か
ん
の
木
、た
こ
や
き
じ
ゅ
ん
ち
ゃ

ん
、【
糸
我
】
花
野
食
品
、【
初
島
】
中
華
料

理 

上
海
人
家

店
舗
募
集
期
限
　
９
月
30
日
（
木
）
ま
で

　
　
産
業
振
興
課
　
℡
22 

ー 

３
６
２
４

※

事
前
に
電
話
ま
た
は
Ｗ
ｅ
ｂ

　
に
て
お
申
込
み
く
だ
さ
い
。

■
特
定
健
診

対
象
者
　
40
〜
74
歳
の
市
国
保
加
入
者

内
容
　
問
診
・
診
察
・
身
体
測
定
・
血
圧
測
定
・

尿
検
査
・
心
電
図
・
血
液
検
査

■
が
ん
検
診

対
象
者
　
が
ん
検
診
受
診
券
を
ご
確
認
く
だ

さ
い
。（
対
象
の
方
に
６
月
上
旬
に
発
送

し
ま
す
。）

検
診
種
別
　
胃
が
ん
・
大
腸
が
ん
・
肺
が
ん
・

乳
が
ん
・
肝
炎
ウ
イ
ル
ス

問
　
健
康
課
　
℡
22 

ー 

３
５
１
２

　
　
保
健
セ
ン
タ
ー
　
℡
82 

ー 

３
２
２
３

　
市
で
は
、
満
40
・
50
・
60
・
70
歳
の
方
を

対
象
に
、
生
活
習
慣
病
予
防
の
た
め
の
お
口

の
中
の
チ
ェ
ッ
ク
を
し
て
い
ま
す
。

■
誕
生
月
に
受
診
券
を
郵
送
し
ま
す
。

検
診
を
受
け
ら
れ
る
期
間

　
40
歳
の
誕
生
日
〜
41
歳
の
誕
生
日
前
日
　

　
50
歳
の
誕
生
日
〜
51
歳
の
誕
生
日
前
日

　
60
歳
の
誕
生
日
〜
61
歳
の
誕
生
日
前
日

　
70
歳
の
誕
生
日
〜
71
歳
の
誕
生
日
前
日

検
診
料
　
無
料
（
検
診
料
の
み
、
治
療
代
は

別
途
必
要
）

検
診
を
受
け
ら
れ
る
医
療
機
関

　
県
内
の
歯
科
医
院
　

※

一
部
受
診
で
き
な
い
医
院
が
あ
り
ま
す
。

申
込
み
　
受
診
さ
れ
る
医
院
に
事
前
に
連
絡

（
予
約
）
し
て
く
だ
さ
い
。

持
ち
物
　
受
診
券
・
健
康
保
険
証

　
　
保
健
セ
ン
タ
ー
　
℡
82 

ー 

３
２
２
３

■
令
和
３
年
度
公
的
年
金
　
年
金
額

○
老
齢
基
礎
年
金
（
満
額
支
給
の
場
合
）、

　
遺
族
基
礎
年
金
、
障
害
基
礎
年
金
２
級

　
　
７
８
０
，９
０
０
円

○
障
害
基
礎
年
金
１
級
　９
７
６
，１
２
５
円

■
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金

対
象
　
①
②
③
す
べ
て
の
要
件
を
満
た
す
方

①
65
歳
以
上
で
老
齢
年
金
を
受
け
て
い
る

②
世
帯
全
員
の
市
町
村
民
税
が
非
課
税
で
あ
る

③
前
年
の
年
金
収
入
額
と
そ
の
他
の
所
得
の

お
口
の
中
の
チ
ェ
ッ
ク
を
！

　
　
　
　
　
　
　歯
周
疾
患
無
料
検
診

国
民
年
金

あ
な
た
の
健
康
づ
く
り
の
た
め
に

　
　
　
　
　
　健
診
を
受
け
ま
し
ょ
う

フ
ー
ド
チ
ケ
ッ
ト
を
お
使
い
い
た
だ
け
る

　
　
　
　
　
　店舗
が
増
え
て
い
ま
す
！

問

問問

問申

問
・

Arida Information
～有田市からのおしらせ～

人口・世帯数
【令和3年 5月 1日現在】

人口　27,012人（前月比-45人）
男　12,848人　女　14,164人
世帯数　11,727戸

受付時間　８時～９時
すべて無料です！

実施日 健診場所 申込締切日

山地コミュニティ
センター

辰ヶ浜ふれあい
センター６月29日（火）

７月 6 日（火）

７月14日（水）

７月21日（水）

７月29日（木）

６月16日（水）

６月23日（水）

７月 1 日（木）

７月 8 日（木）

７月16日（金）

保田公民館

糸我公民館

福祉館なごみ

問　保健センター
　　℡ 82-3223

お
し
ら
せ

令
和
３
年
春
の
叙
勲
受
章
者

や
ま
さ
き

た
か
あ
き

お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す

お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す

旭
日
双
光
章（
自
治
功
労
）

　
　
　
　
　   

山
﨑 

高
章 

氏

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
作
成
す
る

と
、
住
民
票
の
写
し
と
印
鑑
登
録
証
明

書
が
コ
ン
ビ
ニ
で
受
け
取
れ
ま
す
！

（
市
役
所
よ
り
１
０
０
円
お
得
で
す
。）

　
　
市
民
課
　
℡
22 

ー 

３
５
６
１

問

⑦ ARIDA　2021. ６

　
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
保
険
料
軽
減
措

置
等
が
変
更
さ
れ
ま
す
。

※

令
和
３
年
度
保
険
料
額
の
通
知
は
、
７
月

中
旬
に
送
付
し
ま
す
。

　
　
健
康
課
　
℡
22 

ー 

３
５
０
４

　
　
和
歌
山
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

℡
０
７
３ 

ー 

４
２
８ 

ー 

６
６
８
８

　
現
在
手
当
を
受
給
し
て
い
る
方
は
、
毎
年

６
月
に
『
現
況
届
』
を
提
出
す
る
必
要
が
あ

受
け
て
家
計
が
急
変
す
る
な
ど
、
収
入
が

児
童
扶
養
手
当
を
受
給
し
て
い
る
方
と
同

じ
水
準
と
な
っ
て
い
る
方

給
付
額
　
児
童
一
人
あ
た
り
一
律
５
万
円

※

②
③
に
該
当
す
る
方
は
申
請
が
必
要
で
す
。

　
　
福
祉
課
　
℡
22 
ー 
３
５
２
４

　『
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の

受
け
取
り
を
さ
れ
る
方
（
交
付

通
知
書
が
届
い
て
い
る
方
）』

お
よ
び
、『
電
子
証
明
書
の
更
新
の
お
知
ら

せ
が
届
い
て
い
る
方
』
で
、
日
中
受
け
取
れ

な
い
方
を
対
象
に
、市
役
所
を
開
庁
し
ま
す
。

日
時
　
６
月
27
日
（
日
）
８
時
30
分
〜
正
午

持
ち
物

【
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
受
け
取
り
】

　
①
交
付
通
知
書
（
は
が
き
）

　
②
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
通
知
カ
ー
ド

　
③
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド（
お
持
ち
の
方
）

　
④
本
人
確
認
書
類

※

15
歳
未
満
の
方
の
受
け
取
り
時
は
、
本
人

と
法
定
代
理
人
の
来
庁
お
よ
び
本
人
確
認

書
類
が
必
要
で
す
。

【
電
子
証
明
書
の
更
新
】

　
①
電
子
証
明
書
の
有
効
期
限
通
知
書

　
②
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

③
本
人
確
認
書
類
（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
の
暗
証
番
号
を
忘
れ
た
場
合
）

※

住
所
の
変
更
手
続
き
等
は
で
き
ま
せ
ん
。

　
　
市
民
課
　
℡
22 

ー 

３
５
６
１

り
ま
す
。
こ
れ
は
、
養
育
の
状
況
な
ど
、
手

当
を
引
き
続
き
受
け
ら
れ
る
資
格
が
あ
る
か

ど
う
か
を
確
認
す
る
た
め
の
大
切
な
手
続
き

で
す
の
で
、
忘
れ
ず
に
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

※

こ
の
届
の
提
出
が
な
け
れ
ば
、
６
月
分
以

降
の
手
当
が
受
け
ら
れ
な
く
な
り
ま
す
。

期
間
　
６
月
１
日
（
火
）
〜
６
月
30
日
（
水
）

※

感
染
症
拡
大
防
止
の
観
点
か
ら
、
原
則
郵

送
で
の
提
出
を
お
願
い
し
ま
す
。
案
内
通

知
に
返
信
用
封
筒
を
同
封
し
て
い
ま
す
の

で
、
ご
使
用
く
だ
さ
い
。

児
童
手
当
額

　
所
得
制
限
限
度
額
（
左
記
参
照
）
以
上
の

方
に
つ
い
て
は
、
児
童
１
人
あ
た
り
の
支
給

額
が
月
額
５
，
０
０
０
円
と
な
り
ま
す
。

　
　
福
祉
課
　
℡
22 

ー 

３
５
２
４

　
子
育
て
の
応
援
が
ほ
し
い

人
（
利
用
会
員
）
と
子
育
て

を
応
援
し
た
い
人
（
サ
ポ
ー

ト
会
員
）
を
繋
ぎ
、
地
域
の

中
で
子
育
て
を
応
援
し
て
い

く
事
業
、「
有
田
市
フ
ァ
ミ

リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
」
が
子
育
て

世
代
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー
（
Ｗ
ａ
ｋ
ｕ 

Ｗ
ａ

ｋ
ｕ
）
か
ら
宮
原
町
の
福
祉
館
な
ご
み
内
に

移
転
し
、
セ
ン
タ
ー
の
愛
称
を
『
愛
あ
い
』

と
し
ま
し
た
。

　
専
用
エ
リ
ア
を
設
け
、
日
中
（
平
日
）
で

あ
れ
ば
、
自
宅
で
な
く
て
も
子
ど
も
さ
ん
を

お
預
か
り
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
利

用
会
員
・
サ
ポ
ー
ト
会
員
は
随
時
募
集
中
！

問
　
有
田
市
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ

ン
タ
ー
『
愛
あ
い
』

　
宮
原
町
東
２
１
５
番
地
（
福
祉
館
な
ご
み

２
階
）　
℡
88 

ー 

６
７
６
８

※

本
年
度
よ
り
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
わ
い
が
や
娘

の
会
が
運
営
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
　
福
祉
課
　
℡
22 

ー 

３
５
２
４

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
よ
る
影
響

が
長
期
化
す
る
中
で
、ひ
と
り
親
世
帯
の
子
育

て
負
担
の
増
加
や
収
入
減
少
に
対
す
る
支
援

を
行
う
た
め
、特
別
給
付
金
を
支
給
し
ま
す
。

対
象

①
令
和
３
年
４
月
分
の
児
童
扶
養
手
当
受
給

者
（
５
月
給
付
済
）

②
公
的
年
金
を
受
給
し
て
い
る
こ
と
に
よ

り
、
令
和
３
年
４
月
分
の
児
童
扶
養
手
当

の
支
給
を
受
け
て
い
な
い
方

③
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
を

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
受
け
取
り
・

　
　
　
　
　
更
新
の
た
め
の
休
日
開
庁

有
田
市
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・

　
　
　
セ
ン
タ
ー
が
移
転
し
ま
し
た
！

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に

　
　
　
　
　
　
　
ご
加
入
の
皆
さ
ま
へ

児
童
手
当
現
況
届
の
提
出
を
忘
れ
ず
に

子
育
て
世
帯
生
活
支
援
特
別
給
付
金

　
　
　
　
　
　
　（
ひ
と
り
親
世
帯
分
）

問

問

問問

問問
令
和
３
年
度

　
市
県
民
税
・
普
通
徴
収
（
１
期
）

　
　
納
期
限
は
６
月
30
日
（
水
）
で
す
。

所得額

622万円

660万円

698万円

736万円

扶養親族
の数

０人

１人

２人

３人

児童手当の額
（１人当たり月額）

一律15,000円

10,000円（第3子
以降は15,000円）
一律10,000円

児童の年齢

３歳未満

３歳以上
小学校修了前
中学校

※第３子以降とは高校卒業まで（18
　歳の誕生日後の最初の３月31日ま
　で）の養育している児童のうち、
　３番目以降をいいます。

６月１日（火）～７日（月）　水道週間
スローガン「生活も　ウイルス予防も　蛇口から」

６月23日（水）～29日（火）「男女共同参画週間」
「女だから、男だから、ではなく、私だから、の時代へ。」　

（令和３年度内閣府キャッチフレーズ）

※保険料は、被保険者が等しく負担
　する均等割額（50,304円）と被保
　険者の所得に応じて決まる所得割
　額（9.51％）の合計額です。

■世帯所得が低い方に対して
　均等割額が変更されます。

※基礎控除額は所得に応じて
　段階的に変更されます。

■課税のもととなる所得の
　基礎控除額が変更されます。

基礎控除額

33万円

43万円

年度

２年度

３年度

低所得者均等割軽減

7.75割軽減

７割軽減

年度

２年度

３年度


